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経営所得安定対策を活用して飼料用米
等を中心とした転作作物の作付けを
拡大し、収入を維持しましょう！！

お米の価格が危ない！！

※産地交付金は販売農家・集落営農であることに加え、それぞれ交付要件があります。
※産地交付金の単価は国からの配分額に応じて増減する可能性があります。

近年の主食用米の需要量減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影
響による緊急事態宣言の発令以降、業務用を中心とした需要の減少に
より、米をめぐる環境は一層悪化しています！
このまま推移すれば、近年大幅に米価の下落した平成26年産時以上に
厳しい環境となり、令和3年産主食用米の生産者手取水準は飼料用米
等の水田活用米穀の手取を下回る可能性も十分に想定されます。

飼料用米・米粉用米は手厚い交付金制度が整備されているため、米価
に大きく左右されず安定した収入を得ることができます！！
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10aあたりの収入額（イメージ）

R2産地交付金
（複数年契約） 12,000円
（担い手助成） 4,300円

R2戦略作物助成 80,000円

売価
（R2 飼料用） 5,880円
（H26主食用） 65,986円
（R2  主食用） 94,733円
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85,880 (円/10a)～
102,180 (円/10a)

H26並みに下落したら...



収入減少に備えてセーフティネットに加入しましょう！！

交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
※規模要件なし

当年産
収入

補填金
収入減の
９割まで
補填

収入減少
標準的
収入

対象作物
米・麦・大豆
※ビール用麦等、黒大豆、種子用は対象外

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

注意：収入保険とナラシ対策の重複加入はできません。

制度概要

収入保険

○当年産収入（米・麦・大豆の販売収入合計）が標準的収入額を下回った場合に、
その差額の９割を補填する（積立金は掛け捨てではない）。

○補填の財源は、農業者と国が１：３の割合で負担する。
○令和２年産の交付金は、令和３年３月３１日までに出荷・販売した実績に基づき、
令和３年５月～６月頃に支払われる。

加入対象者

青色申告を行っている農業者（個人・法人）
※申告実績1年分必要

補償対象

○自然災害 ・市場価格下落
○盗難・事故 ・ケガ・病気 等

制度概要

○保険期間の収入が基準収入の９割（５年以上の青色申告実績がある場合）を下回った場合
下回った額の９割を上限に補填します。

○補填方式は保険方式（掛捨て）と積立方式（掛捨てではない）の組み合わせができます。
○保険料には50%、積立金には75%、付加保険料には50%の国庫補助があります。

今年は収入が減ったけど、
補填してもらえた。。。

価格の下落だけじゃなく、自然災害や
ケガ・病気も対象になるんだ！

※個人の方の場合、１月～12月が保険期間となり、12月末が今年
の加入申請の締め切りです。
（法人の方は事業開始１か月前が加入申請締め切り）。

※上記のほか、掛金の安いタイプもあります。
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